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【法人の概要】

１　基本的情報

法人名称 地方独立行政法人徳島県鳴門病院

所在地 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番

設立団体 徳島県

設立年月日 平成２５年４月１日

設置する病院 名称 徳島県鳴門病院

所在地 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番

病床数 ３０７床（一般病床：うちドック６床）

併設施設等 健康管理センター

設置する看護師養成所 名称 徳島県鳴門病院附属看護専門学校

所在地 徳島県鳴門市撫養町斎田字見白３６番地１

課程等 ３年課程（１学年定員４０名）

標榜科
1５診療科
   （内科・循環器内科・小児科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科・
　　産婦人科・泌尿器科・放射線科・麻酔科・形成外科・救急科）

-1-

-1-



２　役員及び職員の状況

役員の状況

職員の状況

３　基本的目標（中期目標前文）

役　職　名 氏　名 任　　期 備　　考

徳島文理大学保健福祉学部教授

理事長 森　　 裕二 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 元 徳島県人事委員会事務局長

副理事長（非常勤） 小森　將晴 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日

副院長

理事 邉見  達彦 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 病院長

理事 堀内　宣昭 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日

弁護士

理事 阿川　昌仁 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 副院長

理事（非常勤） 島田   清 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日

弁護士

理事（非常勤） 濱尾  重忠 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 徳島県経済成長戦略アドバイザー

監事（非常勤） 島内  保彦 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日

職員数　　　正規職員４４０人(病院長１名・副院長２名含む)　　嘱託職員１１６人　　（令和２年４月１日現在）

　地方独立行政法人徳島県鳴門病院は、平成２５年４月の法人設立以降、県北部をはじめ香川県東部や兵庫県淡路島地域の政策医療を担
い、地域の中核的かつ急性期病院として重要な役割を果たしている。
  　また、看護専門学校、健康管理センター、訪問看護ステーション及び居宅介護支援センターを併設し、地域全体で治し、支える「地域完結
型」の医療提供体制の確保に取り組んでいるところである。
  　急速に進む人口減少や少子高齢化など社会構造が変化する中、医療需要の増加や疾病構造の変化、それに伴う県民の医療に対する意
識やニーズの変化など、医療を取り巻く環境は大きく変わりつつある。
  　こうした中、「徳島県地域医療構想」では、地域にふさわしい医療機能の分化・連携や地域の医療提供体制の将来あるべき姿が示される
など、本県の医療政策は大きな転換期を迎えている。
  　地方独立行政法人徳島県鳴門病院においても、地域にふさわしい良質かつ適切な医療を提供し、経営の効率化を図るとともに、「徳島県
地域医療構想」を踏まえ、地域の医療提供体制について果たすべき役割を明確化し、在宅医療の推進や地域包括ケアシステムの構築に向
けて積極的な役割を果たす必要がある。
    このため、第２期中期目標を次のとおり定めることとし、地方独立行政法人制度の特徴である自主性や効率性を十分に発揮しつつ、地域
の医療水準の更なる向上や地域住民の健康増進につながるよう地方独立行政法人徳島県鳴門病院の基本となるべき方向性を示すこととす
る。
    特に、運営に当たっては、「徳島県地域医療構想」をはじめとする徳島県の医療行政施策にのっとり、地域づくりとしての医療を推進し、地
域の中核的病院として更なる公的役割を担うとともに、地域住民から信頼される病院を目指していくことを求めるものとする。

監事（非常勤） 原    孝仁 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月31日 公認会計士
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【項目別の状況】

＜項目別一覧＞
大項目 大項目

中項目 中項目
小項目 小項目

１　診療事業 １　業務運営体制
(1) 良質かつ適切な医療の提供 (1) 効果的な業務運営の推進
(2) 患者の視点に立った医療の提供 (2) 事務職員の専門性の向上
(3) 救急医療の強化 (3) 人事評価システムの構築
(4) がん医療の充実 (4) 資格職を支援する職員の充実
(5) 生活習慣病に対する医療の促進 ２　業務運営方法
(6) 産科医療や小児医療の充実 (1) 県立病院との連携
(7) 特徴を発揮した医療の推進 (2) 収入の確保

２　地域医療・介護支援 (3) 費用の抑制
(1) 医療・介護連携の充実 第３　予算、収支計画及び資金計画
(2) 地域住民の健康維持への貢献 第４　短期借入金の限度額

３　災害時における医療救護 第５　重要な財産を譲渡し、又は担保しようとするときの計画
(1) 医療救護活動の拠点機能 第６　譲渡金の使途
(2) 他地域における医療救護への協力 第７　料金に関する事項

４　人材の確保・養成 第８　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
(1) 質の高い医師の確保・養成 １　施設及び設備に関する事項
(2) 医療従事者の確保・養成 ２　職員の就労環境の向上
(3) 看護専門学校の充実強化 (1) 良好な職場環境づくり

(2) 就労環境の整備
３　積立金の処分に関する計画

＜法人の自己評価＞

＜県の評価（評価委員会の検証）＞
中期目標の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある
中期目標の達成に向けて順調に進んでいる
中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる
中期目標の達成のためにはやや遅れている
中期目標の達成のためには重大な改善事項がある

34Ｂ

Ｓ
Ａ
Ｂ

Ｄ

R２ R１
自己
評価

－

－
Ｂ
Ｂ
Ｂ

自己
評価

8 Ｂ
5 Ｂ

県
評価

－
Ｂ
Ｂ

Ｂ
－
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
－
－

Ｓ
－
Ａ
Ａ
－
Ｂ
Ｂ
－
Ａ

R２
自己
評価

－

－
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ

自己
評価

Ｂ
Ａ

R１

Ｂ

Ａ

－

－ － －

県
評価

－

項目
別の
ﾍﾟｰｼﾞ

項目
別の
ﾍﾟｰｼﾞ

－
22

23
－

23
23

－
第２　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための
        取組 －－ －

Ｂ

第１　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
        関する目標を達成するための取組 －

ＢＢ
Ａ

Ａ 13 Ａ

Ｂ
10

Ａ 9

24
Ｂ 12Ｂ

Ｂ
－

Ｂ

－ － Ｂ 26
Ｓ 13 24Ａ

Ｂ 16 Ｂ 31
Ａ 14 27Ｂ

Ａ 17 － －
－ － －－

－ － － －
Ｂ 17 －－

R２年度
自己評価

－
Ｂ
－

R１年度
自己評価

R１年度
県評価

Ｂ
Ｂ
－

Ａ

Ｓ評価 2

Ｃ
Ｂ評価 14
Ｃ評価 0

Ａ評価 10 Ａ
Ｂ

1
6
17
2

1
5
18
2

Ｓ

Ｃ
Ｄ

年度計画を大幅に上回って実施している（特に優れた実績）
年度計画を上回って実施している
概ね年度計画どおり実施している（達成度が概ね９割以上）
年度計画を十分に実施できていない（達成度が概ね６割以上９割未満）

Ｂ 34
－

－

年度計画を大幅に下回っている（達成度が６割未満）

Ｓ 21
Ｂ 19 －

Ｂ
Ｂ － －

33Ｂ Ｂ
Ｂ
Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｃ
Ｂ
－
－
－
－
Ｂ

Ｓ
－
Ａ
Ａ
－
Ｂ
Ｂ

Ｂ
－
Ａ
Ｂ

－
－
－

Ａ 18Ａ

計 26 26 26
Ｄ評価 0 0 0
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＜第２期中期計画　数値目標＞ ＜財務・人員＞

医業収支比率

項目

年間救急患者
受入件数

年間がん入院
患者延数

年間紹介率

達成目標
（R2年度）

６，８００件

１２，５００人

７８．０％

９５．０％

１７．４人

８０．０％

１００．０％以上

年間逆紹介率

１日平均新規
入院患者数

稼働病床利用
率

経常収支比率

１２，９６６人

【参考】
H28年度

６，９１５件

１２，１７４人

７３．９％

R2年度

616,212

7,839,414

7,223,202

１０６．２％ ９９．６％ １０１．５％

H30年度 R1年度

６，４７０件 ６，４２８件 ６，５５５件

R2年度

５，６４６件

１０，２７２人

７９．３％

１０９．７％

７２．３％

H29年度 H30年度 R1年度

▲36,778 ▲64,757 ▲127,988 ▲194,569

6,912,221

6,683,894 6,847,464 6,832,383 6,913,734

6,720,673 6,960,371 7,108,303

７６．７％

９８．０％以上 ９７．３％ ９７．０％ ９６．０％ ９５．２％

※千円未満を四捨五入

９９．５％ ９９．１％ ９８．２％ ９７．３％

７７．０％

１０８．５％

１０６．６％

７５．４％７８．１％ ７５．４％ ７４．４％

１６．８人 １６．４人 １６．２人 １６．１人 １４．１人

556544541 541 541９５．６％

１１，９８１人 １２，２４４人

H29年度

７１．２％

【参考】
H28年度

項目

経常損益
（千円）

職員数（人）
（４月１日時点）

経常収益
（千円）

経常費用
（千円）
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【項目別・業務実績】

＜法人の自己評価＞ ＜県の評価（評価委員会の検証）＞

中期目標 第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 　

第１　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

ア ア ア ・

・ ◯ ・

・

・ ◯ ・

・

・ ◯ ・

・

・
・

・ ◯ ・

Ｓ 年度計画を大幅に上回って実施している（特に優れた実績） Ｓ

Ａ 年度計画を上回って実施している Ａ

R2

業務実績

鳴門市消防からの救急要請患者受入率は、令和２年度９２．５％と
９０％を上回った。

自己評価

Ｄ 年度計画を大幅に下回っている（達成度が６割未満） Ｄ

中期計画・年度計画

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

Ｂ 概ね年度計画どおり実施している（達成度が概ね９割以上） Ｂ

Ｃ 年度計画を十分に実施できていない（達成度が概ね６割以上９割未満） Ｃ

　リニアック治療件数 2,141件 1,314件 938件

R1 H30

Ａ
　救急患者の積極的な受入及びクリ
ティカルパス活用による医療の質の
向上、多職種による症例カンファレン
ス、医療安全研修会や感染防止訓
練・研修会の実施、新型コロナウイ
ルス感染症対応など、良質かつ適切
な医療の提供に向けた取組が図ら
れたため。

連携医療機関からの救急紹介患者の受入率は１００％を保っている。  

令和元年７月２３日から高精度リニアックの再稼働を行い、
放射線治療・対応疾患の拡大を図り、質の高いがん診療に努めた。

管理者会議メンバーと４部門長による「朝ミーティング」において、
当日の病床利用率、入院 ・退院予定患者数等の報告を受け、
病床利用率の向上等、各種課題への対応を協議・決定した。

看護局では、「朝ミーティング」後の師長ミーティングにおいて、
「朝ミーティング」での協議・決定事項の伝達や入院患者の受入れに
関する病棟間調整を実施した。

＜自己評価設定理由＞

急性期病院としての基本機能の
充実

紹介と救急による入院患者を積
極的に受け入れるとともに、専門
的で、かつ質の高いがん診療に
取り組む。

入院患者を円滑に病棟に受け入
れできるよう、ベッドコントロール
を担う組織及び専任者を設置す
る。

「周術期管理チーム看護師」認定資格を１名が取得（R2.3）

呼吸療法チームメンバーでの勉強会を実施全てのスタッフがそれぞれの専
門的能力を発揮し、チームの力
で治療・ケアの水準向上に取り
組む。

最新の技術・治療法の導入に取
り組むとともに、医療機器を整
備・充実する。

１ 診療事業
(1) 良質かつ適切な医療の提供

紹介と救急による入院患者を積
極的に受け入れるとともに、リニ
アックによる放射線治療や腹腔
鏡下手術によるがん手術の増な
ど、質の高いがん診療に取り組
む。

急性期病院としての基本機能の
充実

ベッドコントロール組織を活用し、
円滑な入院受入れと適切な時期
の退院決定を行い、病床利用率
の向上を図る。

認定資格等有資格者の専門性を
発揮し、チーム医療の実践により
治療・ケアの水準向上に取り組
む。

認知症ケアチーム、周術期管理
チームの設置検討

呼吸療法チームの活動推進

医師・看護師をはじめ多職種に
よる症例カンファレンスを充実す
る。

１ 診療事業
(1) 良質かつ適切な医
療の提供

地域の中核的かつ急性
期を担う病院として、地
域住民の医療を支える
基本機能を提供しつ
つ、地域の医療水準向
上のための機能充実に
努めること。

１ 診療事業
(1) 良質かつ適切な医療の提供

総合内視鏡センター、外科、脳神経外科、整形外科等において、
他職種によるカンファレンスを実施した。

中期目標の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある

中期目標の達成に向けて順調に進んでいる

中期目標の達成に向けて概ね順調に進んでいる

中期目標の達成のためにはやや遅れている

中期目標の達成のためには重大な改善事項がある
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◯

・

・
・

・
・
・

◯ ・

・

イ イ イ ・

・ ◯

・

・ ◯ ・

 ・ ◯ ・

・

・ ◯ ・

【目標】
令和２年度　服薬管理指導件数
９，０００件以上

最適で確実な医療の提供

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

最適で確実な治療を提
供するため、各種診療
ガイドライン等に基づく
クリティカルパスを促進
するとともに医療安全
対策を徹底し、医療の
質の向上を図ること。

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

医療関係職員に対して集合研修を実施
（４月） 医療ガス講習会

ＭＲＩ講習会

R2 R1

（９月）
医療安全週間（１１月）
医療安全研修（動画上映２０回）（２月）

看護師人員の少ない夕方の時間帯に、食事介助やおむつ交換等を行う
病棟介護員を配置し、看護師業務に専念できる体制作りを行った。

平成２９年１２月、ＩＣＵに薬剤師を配置して以降、薬剤師の全病棟配置を
維持し、患者に対する薬剤指導の充実に取り組んだ。

＜薬剤科＞

＜栄養科＞

栄養管理計画書を定期的に評価し、必要に応じ栄養指導の実施や
栄養サポートチームへの介入を医師に促した。

外来栄養指導は、医師の診察日に合わせ予約を受け、継続的に実施した。
患者サポートセンターにおける入院予定患者面談を実施した。
退院支援加算のカンファレンスを実施した。

業務実績 自己評価

R1 H30 H29
　服薬管理指導件数 8,377件 8,683件 8,519件 8,666件

R2

医薬品安全管理の手順書に基づいた取扱いを徹底するとともに、
入院患者に対して、わかりやすい服薬管理指導を実施。

新型コロナウイルス感染症患者の入院受入のため、職員の安全を含めた
対策を図った。

入院診療計画書に基づき、医師、看護師と共同して患者の栄養管理を実施

電子パスの運用については、現場の事務負担軽減、パス修正の迅速な
反映のため、パス修正の運用手続を簡略化した。

平成２９年度から電子カルテのクリティカルパス登録を推進し、
平成２９年度の１件から、令和２年度末迄に３１件まで増加させた。

専門資格が不要な業務が多い部署への事務職の配置等、専門職が
業務に専念できる体制作りを積極的に行った。

医薬品安全管理の手順書に基
づいた取扱いを徹底するととも
に、入院患者に対しわかりやす
い服薬管理指導を積極的に実施
する。

医薬品安全管理の手順書に基
づいた取扱いを徹底するととも
に、入院患者に対しわかりやす
い服薬管理指導を積極的に実施
する。

研修会や院内広報などにより、
医療安全対策の情報を共有化
し、職員の意識を向上させる。

医療安全に係る研修会につい
て、積極的な職員の参加を促進
し、情報共有化と意識向上に取り
組む。

医療安全センターにおいて、リス
ク回避方策の検討と医療安全対
策の効果検証を行う。

毎月開催する医療安全管理委員
会を中心に、インシデント・アクシ
デントリポー トの収集・分析なら
びにリスク回避方策の検討・評価
に取り組む。

最適で確実な医療の提供

医療の標準化を目指し、クリティ
カルパス委員会における検証と
改善により、パス導入患者の増
加に取り組む。

科学的根拠に基づいた標準的な
治療を提供するため、各種診療
ガイドライン等に基づくクリティカ
ルパスの作成・活用により、医療
の質の向上に取り組む。

資格職の専門性の発揮のため
に、事務的業務の削減や他職種
への移行を推進する。

病棟薬剤業務や栄養指導業務
などにおいて、コメディカルの各
職種が専門性を発揮し、医師・看
護師への積極的な支援と患者に
対する指導業務を充実・強化す
る。

178件 135件
605件

転倒・転落（内数） 152件

（６月）
医療安全研修会

【実績】
令和２年度　服薬管理指導件数 ８，３７７件

H30
　ヒヤリハット報告 664件 538件

インシデント・アクシデントレポートを収集し、要因分析、回避方策の検討に
取り組んだ。
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自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

毎月開催する院内感染防止委員
会を中心に、感染防止訓練や研
修会の実施、院内感染防止マ
ニュアルの周知徹底等に取り組
む。

院内感染防止委員会を中心に、
感染防止訓練の実施や研修会
の定期的な開催、インフルエンザ
感染防止対策など組織的な院内
感染対策に取り組む。

各種研修会
＜毎週＞院内ラウンドを実施し、院内感染事例の把握と環境ラウンド、
　　　　　　手指衛生指導、抗菌薬適正使用カンファレンス実施

　　 （４月）新規採用職員研修・新人看護師研修
（４～９月）新型コロナウイルス感染症対応に関する個人防護具着脱方法研修
（７～９月）新型コロナウイルス感染症疑い患者対応研修
（８～９月）新型コロナウイルス感染症リアルタイムＰＣＲ手順説明会
　 （１１月) Ｗｅｂ研修（Covid-19の最近のトッピクス患者と共に行う感染対策）
　 　（２月）有熱者外来使用説明会
　 　（３月）院内感染防止研修会（テーマ：新型コロナウイルス感染症）

地域医療機関との院内感染対策カンファレンス
（９月、11月、２月、３月）兼松病院・浦田病院・山上病院と実施

業務実績
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患者サービスの向上推進

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価

　患者満足度調査（１０月）を実施す
るとともに調査結果の講評を作成す
るなど、課題把握と改善に取り組ん
だ。
　また、ご意見箱の意見の回収を２
週間毎に行い、速やかな改善に努
めたほか、患者サポートセンターに
よる入院予定段階から退院後までの
効率的な療養支援に取り組むなど、
概ね年度計画を達成したため。

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

接遇や院内環境の整備
に来院者の意見や要望
を反映し、患者サービ
スの向上推進に努める
こと。

(2) 患者の視点に立っ
た医療の提供

(2) 患者の視点に立った医療の
提供

ソフト・ハード両面のアメニティの
向上に向けて、定期的な患者満
足度調査を実施するなど、来院
者の意見・要望をしっかりと把握
し速やかな改善に結び付ける。

患者サービスの向上推進

(2) 患者の視点に立った医療の
提供

ご意見箱の意見に対して、原則２
週間以内の回答に努め、速やか
な改善に取り組む。

患者満足度調査を実施し、結果
分析により課題を的確に把握し
改善する。 ご意見箱の意見の回収を２週間毎に行い、関連部署の回答を得て院内外に

公表するとともに、速やかな改善に努めた。

新規採用職員や時間外受付委託職員を対象とした接遇研修会を開催した。

毎週、病棟看護師長等と入退院支援を要する患者の抽出と課題検討を行い、
患者サポートセンターとの連携強化を図っている。

毎週、患者サポート会議を行い、患者サポートに関する取組、事例等の
情報共有と患者支援について検討を実施。

患者の個人情報につい
て法・条例に基づき適
切に取り扱い、臨床に
おける倫理的課題に積
極的に取り組むととも
に、医療相談体制を充
実し、患者の利便性向
上に努めること。

地域連携部門・入院支援部門・
退院支援部門・訪問看護部門の
連携を強化し、入院中の治療や
退院後の療養の相談に対し効果
的・効率的に対応する。

令和元年度に設置した患者サ
ポートセンターを中心として、地
域連携部門・入院支援部門・退
院支援部門等が連携し、入院予
定段階から退院後まで効率的に
療養を支援する。

徳島県個人情報保護条例に基
づき、各種個人情報を適正に管
理するとともに、患者本人からの
開示請求手続きに対して適切に
対応する。

徳島県個人情報保護条例に基
づき、各種個人情報を適正に管
理するとともに、患者本人からの
開示請求手続きに対して適切に
対応する。

個人情報保護・倫理的課題への
取り組み

毎月開催する臨床倫理委員会を
中心に、身体抑制等診療・ケアに
おける倫理的課題について、患
者の人権や家族の心情に配慮し
ながら適切に対応する。

主な倫理的課題に対する対応マ
ニュアルの院内全体への徹底
と、研修会の開催により職員の
人権意識の向上に取り組む。

個人情報保護・倫理的課題への
取り組み

１０月に患者満足度調査を実施し、課題把握と改善に取り組んだ。

病室・診療室・待合スペース等の
清掃の徹底と整理整頓を行い、
利用者に快適な院内環境を提供
する。

病室・診療室・待合スペース等の
清掃の徹底と整理整頓を行い、
利用者に快適な院内環境を提供
する。

清掃業者により清掃の徹底・整理整頓が実施されているが、緊密に
情報交換を行い、一層の清掃方法の改善などを行った。

各種個人情報を適正に管理するとともに、患者本人からの
開示請求手続きに適切に対応した。

患者の視点に立った医療提供に努めるとともに、医療行為等の
分かりやすい説明に努めた。

各部署での倫理的問題の取組について検討
入院治療拒否と免責に関する説明の検討
臨床倫理コンサルテーションの設置検討（３月）

（１２～１月）
　　（４月～）

院内で働く全てのスタッフが積極
的に接遇の向上に取り組めるよ
う、接遇マニュアルの充実や研
修の実施等に取り組む。

職員や委託・派遣社員の接遇の
向上に向け、研修会の開催の
他、クレームに対する注意喚起を
徹底する。

患者の視点に立った医療を提供
するとともに、インフォームド・コン
セントを徹底する。

医療に関する相談体制

患者の視点に立った医療を提供
するとともに、インフォームド・コン
セントを徹底する。

医療に関する相談体制
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（２月） 板野東部消防との意見交換会を実施

【目標】
令和２年度　救急患者受入件数
６，８００件以上

令和２年度　救急車搬送患者受入
件数
２，３００件以上

(3) 救急医療の強化

「病院全体で救急患者を診る」と
いう理念の下で、全診療科の協
力体制と２４時間稼働の各種検
査態勢の強化に取り組む。

連携医療機関をはじめ、鳴門市・
板野東部・板野西部の各消防機
関との定期的な連絡会及び症例
検討会を開催し、連携体制を一
層強化する。

令和２年度に「救急科」を新設
し、救急患者受入体制を強化す
る。

専門性が必要な疾患には各診療科の協力を２４時間体制で得ている。　

板野西部消防との意見交換会を実施
 （１２月） 鳴門市消防との意見交換会を実施

自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

＜自己評価設定理由＞
A

　　うち救急搬送患者受入数 2,174人 2,192人 2,208人 2,317人

92.5％ 89,6％ 88.9％ 91.3％
　救急患者受入数 5,646人 6,555人 6,428人 6,470人

R2 R1 H30 H29
　地域救急要請受入率

令和２年４月から救急科を新設し、救急医療体制の強化を図った。

【実績】
令和２年度　救急患者受入件数 ５，６４６件

鳴門市消防からの救急要請患者受入率は９２．５％と２．９ポイント上昇した。

年間救急患者受入件数は５，６４６件と令和２年度目標６，８００件を下回った。

連携医療機関からの救急紹介患者の受入率は１００％を保っている。

　救急患者受入件数は前年度より減
少したが、救急科の新設や、消防機
関と定期的な連絡会議を開催するな
ど緊密な連携を図り、救急搬送患者
の円滑な受入に努め、鳴門市消防
からの受入率は９０％以上を達成で
きた。
　また、日曜日の小児救急医療体制
の維持などにも取り組んだため。

(3) 救急医療の強化

　県北部の主要な２次救急
医療機関として受入体制
の強化を図るとともに、地
域の１次救急医療機関と
の役割分担や連絡体制の
整備、消防機関との連携
強化に努めること。  ＜毎月＞

鳴門市消防からの救急受入要請に対する不対応事例について、
救急運営委員会において検討

（１０月）

業務実績

【年間救急患者受入件数】
平成２７年度実績値 ６，６９６件
　　　　　　　 　↓
平成３２年度目標値 ６，８００件

１次救急医療機関や地元医師
会、消防機関との定期的な意見
交換等を通じて、連携体制を一
層強化する。

(3) 救急医療の強化

２次救急医療機関として、全診療
科の協力体制と２４時間稼働の
各種検査体制の強化に取り組
む。
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業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

がん医療の専門医・認定医　４名
認定看護師（がん性疼痛看護、がん化学療法看護）　３名

※放射線治療機器更新のため、H30.12.12からR1.7.22まで稼働停止

がん入院患者延人数
外来化学療法延件数
放射線治療延件数

R2

10,272人
1,264件
2,141件

H29

12,966人
1,265件
1,521件

H30

11,981人
1,486件

自己評価

1,249人 1,436人 1,167人

３８件
腹腔鏡下手術・胃がん手術 ４件 ４件

人間ドック・日帰り

５件 ０件 ２件

R2.6.1～　PET-CT検査予約を受付

(4) がん医療の充実

健康管理センターの検診により、
がんを早期に発見し、迅速な治
療に結びつける。

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

　高精度リニアックが通年稼働すると
ともに、ＰＥＴ－ＣＴを導入し、地域が
ん診療連携推進病院として、集学的
治療の質の向上が図られたため。

R2

腹腔鏡下手術・その他のがん手術

R2 R1 H30 H29

腹腔鏡下手術・大腸がん手術 １０件 ６件 １４件

2,249人 2,413人 2,480人 2,397人

人間ドック・２日 135人 199人

＜自己評価設定理由＞
A

　222人 　264人

がん検診 1.060人

総合内視鏡センターにおける内
科と外科のカンファレンスを充実
し、大腸がん手術件数の増加に
取り組む。

人間ドック、がん検診等の実施により早期発見・早期治療に繋げた。

総合内視鏡センターにおける、内科・外科・病理のスタッフにより、
原則週１回、カンファレンスを開催し、がん手術件数の増加に努めた。

【目標】
令和２年度　リニアック治療件数
２，４６０件

【実績】
令和２年度　リニアック治療件数 ２，１４１件

【目標】
令和２年度　乳がん手術・乳房
再建同時施行件数 １２件

【実績】
令和２年度　乳がん手術・乳房再建同時施行件数 ５件

外科と形成外科がチームで協働
し、乳がんの切除と乳房再建の
同時施行件数の増加に取り組
む。

地域がん診療連携推進病院とし
て、がん診療連携拠点病院との
連携を強化する。

令和元年７月に再稼働した「高出
力・高精度のリニアック」により、
放射線治療の対応疾患の拡大
など、より質の高い治療に取り組
む。

地域がん診療連携推進病院として拠点病院と連携を図りながら、がん診療を
行っている。

令和２年度の乳がん切除と乳房再建の同時施行件数は５件となり、
令和元年度実績９件より、４件減少した。

※938件

R1

12.244人
1,314件

※1,314件

１０件 １７件

 ・リニアック治療件数  　R２：２，１４１件（R1：１，３１４件）
　 （※H30.12.12～R元.7.22は稼働停止）

令和２年度からＰＥＴ－ＣＴ検査を
導入し、がんの早期発見に取り
組むとともに、リニアック、化学療
法等と連携したがん治療を推進
する。

がん医療専門医師及びがん領域
の認定看護師の各種認定資格
の取得を促進するとともに、患者
相談支援を充実する。

R2.6.9～　検査開始

がん専門医等や認定看護師の確保・養成に努めた。

　地域がん診療連携推進
病院として県内のがん診
療連携拠点病院との連携
を図るとともに、集学的治
療の推進やチーム医療に
よるがん診療の質の向上
及び緩和ケアの提供など、
がん医療の充実に努める
こと。

(4) がん医療の充実

R1 H30 H29

がんに係る専門医資格や各種認
定資格の取得を促進するととも
に、患者・家族の相談支援に取り
組む。

３件

地域がん診療連携推進病院とし
て、治療機器の充実により集学
的治療の質の向上に取り組むと
ともに、がん診療連携拠点病院
との連携を強化する。

総合内視鏡センターにおける内
科と外科の連携による大腸がん
治療、外科と形成外科の連携に
よる乳がん治療など、チーム医
療による質の高い治療に取り組
む。

(4) がん医療の充実

健康管理センターの検診により、
がんを早期に発見し、迅速な治
療に結びつける。
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【実績】
令和２年度　ＰＥＴ－ＣＴ検査件数 ２１７件

がんリハビリテーションによる機
能回復及び緩和ケアチームによ
るケアを推進する。

外来化学療法件数が増加してい
ることから、患者受入体制の充
実・強化に取り組む。

業務実績 自己評価

無菌治療室の積極的活用などによる化学療法の推進に努めた。
    外来化学療法延件数　Ｒ２：１，２６４件（Ｒ１：１，３１４件）

【目標】
令和２年度 がん入院患者延数
１２，５００人以上

【実績】
令和２年度　がん入院患者延数 １０，２７２人

【年間がん入院患者延数】
平成２７年度実績値 １１，４１３人
　　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 １２，５００人

キャンサーボードにリハビリテーション部職員が参加し、術前から患者情報を
共有することで、術後の早期離床を促進

がんリハビリテーションによる機
能回復とともに、医師、看護師及
び薬剤師等による緩和ケアに取
り組む。

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

緩和ケア患者に対して、疼痛緩和を目的としたリラクセーション、
リンパ浮腫患者への予防指導及びリンパマッサージなどを実施

自宅での生活を希望する患者には、職員だけでなく、患者・家族と一緒に
カンファレンスに参加し、環境整備や段階的なレベルに応じた介助方法の
指導などを実施

がんリハビリ実施件数　R２：１６２件（R1：１３３件、H３０：１３１件）

【目標】
令和２年度　ＰＥＴ－ＣＴ検査件数
８００件
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R2 R1 H30

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

【目標】
令和２年度 人間ドック件数
２，７５０件

令和２年度 一般検診件数
２０，０００件

【実績】
令和２年度　人間ドック件数 ２，３８４件

令和２年度　一般検診件数 １８，５８６件

　264人

人間ドック等の実施により生活習慣病の早期発見・早期治療に繋げた。　

【目標】
令和２年度 透析治療件数
 １０，０００件

【実績】
令和２年度　透析治療件数 １０，１５３件

高齢化の進行などに対応し、１日
２回の透析治療により、透析患者
の更なる増加に取り組む。

患者の急変時における医師の協力体制、透析室スタッフ
（看護師・臨床工学技士）の遅出勤務や配置体制等の整備を経て、
平成２９年９月４日から午後透析を開始

一般検診 18,586件 19,183件 20,059件 19,514件
人間ドック（２日） 135人 199人 　222人

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価

R2 R1 H30

糖尿病透析予防外来

　人間ドック件数及び一般検診件数
は、年度計画を下回ったが、透析治
療は目標を達成できたこと、また、糖
尿病予防外来、フットケア外来にお
いては前年度を上回る実績をあげる
など糖尿病・内分泌センターを活用
し、地域の医療機関との緊密な連携
を図ったため。

2,397人

R2 R1 H30 H29

健康管理センターの概要や特色、各種健診コースを紹介したパンフレットを
作成し、事業所等の訪問による周知を行った。

検診後において精密検査が必要な患者へのフォローアップとして、通知文を
見直し、当院２次検診外来利用を働きかける内容とした。

2,249人

【実績】
令和２年度　糖尿病教室開催回数 ０回

86件 81件 46件
フットケア外来 120件 103件

「糖尿病・内分泌センター」におい
て、糖尿病専門医・認定看護師
等多職種のチームにより、糖尿
病教室・教育入院・フットケア外
来等の一層の充実に取り組むと
ともに、地域の医療機関との連
携を強化し、糖尿病・内分泌治療
における地域センター的機能を
果たす。

(5) 生活習慣病に対す
る医療の促進

　地域住民に対する生活
習慣病の発症予防啓発を
促進するとともに、健康管
理センターでの予防健診
の充実や受入の拡大に努
めること。

(5) 生活習慣病に対する医療の
促進

生活習慣病の発症予防や再発
防止のため、健康管理センター
の健診受け入れの拡大や機能
強化に取り組む。

2,413人 2,480人

(5) 生活習慣病に対する医療の
促進

健康管理センターの検診機能や
メニューを企業・団体に対して積
極的に広報し、受入拡大に積極
的に取り組むとともに、検診後に
おいて精密検査が必要な患者に
対してフォローアップを強化す
る。

人間ドック（日帰り）

糖尿病・内分泌センターにおける糖尿病・内分泌専門医、
糖尿病認定看護師、管理栄養士、ＭＳＷ等多職種のチームにより、
教育入院、フットケア外来等の一層の充実を図った。

【目標】
令和２年度 糖尿病教室開催回数
２０回

多職種の専門性を発揮し、生活
習慣病患者の治療・ケア及び啓
発に取り組む。

88件

午後透析・延べ患者数 1,247人 1,134人 1,055人
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(7) 特徴を発揮した医療
の推進

　県内唯一の医療分野で
ある「手の外科」等、専門
的な人材能力を活かした
鳴門病院の特徴となる医
療の充実に努めること。

＜自己評価設定理由＞
Ａ

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画

(6) 産科医療や小児医
療の充実

　産科及び小児科の診療
体制の確保に努めるととも
に、他の診療科との連携
や役割分担を促進し、病院
全体で産科医療や小児医
療の充実強化を図ること。

年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

(6) 産科医療や小児医療の充実

　鳴門市内で唯一の分娩医療機関と
して、無痛分娩や新生児管理を行う
とともに、日曜日の小児医療救急体
制を維持した。
　また、助産師外来・母乳外来につ
いては、令和元年９月から金曜日を
隔週から毎週へと充実し、受診者数
が増加しているため。

H29
227(37)件

155人
294人

令和２年３月から鳴門市内の民間医療機関の分娩休止により、鳴門市内で
唯一の分娩医療機関となる中、関係科支援のもと、無痛分娩や新生児管理を
行った。

日曜日の小児救急体制を継続した。

助産師の稼働者不足の中、助産師外来・母乳外来の充実を図った。
 （助産師外来実施日）

平成３０年１２月まで　水曜日のみ
平成３１年１月から　　水曜日・隔週金曜日
令和元年９月から　　 毎週水・金曜日

 小児救急患者受入数 87人 229人

外科と形成外科が連携し、乳が
ん手術と同時に乳房再建を行う
身体的負担の少ない治療につい
て、積極的な情報発信による患
者数の増加に取り組む。

令和２年度の乳がん切除と乳房再建の同時施行件数は５件となり、
令和元年度実績９件より、４件減少した。

術中３Dナビゲーション装置の導入し、手術の精度・安全性の向上を図った。
入札公告

脊椎脊髄センターにおいて、「術
中３Ｄイメージ装置」を導入し、手
術の精度・安全性の向上を図り
つつ、院内骨バンクの設置によ
る同種骨移植など、難易度の高
い脊椎脊髄手術を実施し、地域
センター的機能を果たす。

＜自己評価設定理由＞
S

【実績】
令和２年度 手の外科手術件数 ６１２件

 助産師外来・母乳外来受診者延数 333人 251人 202人

R2 R1 H30

手の外科センターにおいて、高度な治療を実施した。

(7) 特徴を発揮した医療の推進

手の外科センターにおいて、医
師・看護師・作業療法士が一体と
なって迅速かつ高度な治療を実
施する。

【目標】
令和２年度 手の外科手術件数
６００件

【目標】
令和２年度 脊椎脊髄手術件数
５００件

【実績】
令和２年度 脊椎脊髄手術件数 ４４１件

手の外科手術件数 612件 606件 600件 647件

　手の外科及び脊椎脊髄手術にお
いて、四国で有数の手術件数を誇る
とともに、脊椎脊髄センターにおいて
は、術中３Dナビゲーション装置を導
入し、さらなる手術の精度及び安全
性の向上に取り組んでいるため。

R2 R1 H30 H29

 分娩数(  )は無痛分娩数 240(37)件 222(24)件 250(32)件

１４日から稼働　（９月）

外科と形成外科の連携により、
乳がん手術と同時に乳房再建を
行い、身体的負担を軽減し、かつ
ＱＯＬを高める治療を実施する。

(7) 特徴を発揮した医療の推進

手の外科センターにおいて、医
師・看護師・作業療法士が一体と
なって迅速かつ高度な治療を実
施する。

助産師外来・母乳外来等助産師
による活動を促進する。

(6) 産科医療や小児医療の充実

産科及び小児科の診療体制を充
実するとともに、無痛分娩や新生
児管理等において他の診療科に
よる支援活動を促進する。

（６月）
契約締結　（７月）

223人

産科及び小児科の診療体制の
充実とともに、麻酔科の協力によ
る無痛分娩など他の診療科によ
る支援を促進する。

助産師外来・母乳外来等助産師
による活動を促進する。
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　大腿骨頸部骨折
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101.5％

A

R2

【年間紹介率】
平成２７年度実績値 ７２．２％
　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 ７８．０％

【年間逆紹介率】
平成２７年度実績値 ８６．４％
　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 ９５．０％

【目標】
令和２年度
紹介率 ７８．０％以上

令和２年度
逆紹介率 １００．０％以上

【実績】
令和２年度
紹介率 ７９．３％

令和２年度
逆紹介率 １０９．７％

R1 H30

　地域医療支援病院として地域医療
機関との連携強化に取り組み、紹介
率及び逆紹介率はともに目標を達成
した。
　また、「患者サポートセンター」を中
心として、入院予定段階から退院後
までの効率的な療養支援に取り組ん
だため。

R2 R1 H30

71件 58件 60件

地域連携クリティカルパスの整備
普及

２ 地域医療・介護支援

(1) 医療・介護連携の充実

地域医療支援病院としての機能
強化

地域医療機関との連携強化によ
り、「紹介率」及び「逆紹介率」の
向上に取り組む。

脳卒中及び大腿骨頸部骨折の
地域連携クリティカルパスの活用
例を増やすとともに、その他の疾
患の地域連携クリティカルパスに
ついては、他病院での活用例な
どの情報を集め、導入について
検討する。

脳卒中及び大腿骨頸部骨折の地域連携クリティカルパスの活用に努めた。

令和２年度の紹介率は７９．３％、逆紹介率は１０９．７％となり、前年度比で、
紹介率は２．６ポイント、逆紹介率は８．２ポイント上昇した。

H29

71.2％
106.2％99.6％

２ 地域医療・介護支
援

(1) 医療・介護連携の充
実

867件

　 ＭＲＩ 409件 496件 511件 532件

89件 66件 121件

 ・他病院の地域連携クリティカルパス活用例について情報収集を行った。
   （心筋梗塞・癌など）

H29

68件

96件

R2 R1 H30 H29

　高度医療機器共同利用件数

地域医療機関から積極的に紹介
を受けてＰＥＴ－ＣＴ・ＣＴ・ＭＲＩ・マ
ンモグラフィー等の高度医療機
器による検査を行い、地域医療
支援病院として専門性の高い診
断を行う。

高度医療機器の積極的活用 高度医療機器共同利用件数は３．４％減少し た。

地域医療支援病院とし
て地域の医療機関との
連携を一層強化し、「紹
介率・逆紹介率」の維
持・向上に努めること。

医療連携体制に基づく
地域完結型の医療を実
現するため、地域連携
クリティカルパスの整備
普及に努めること。

＜自己評価設定理由＞

業務実績 自己評価
中期目標

地域の基幹病院として
の役割を担うため、整
備が図られた高度医療
機器を積極的に活用
し、地域の医療水準の
向上に努めること。

地域連携クリティカルパスの整備
普及

高度医療機器の積極的活用

中期計画

ＣＴ・ＭＲＩ・ＤＳＡ・３Ｄ内視鏡シス
テム等の高度医療機器を積極的
に活用し、地域の医療水準の向
上に取り組む。

急性心筋梗塞、脳卒中、大腿骨
頸部骨折、がん、生活習慣病等
の地域連携クリティカルパスを活
用するとともに、有効性を検証
し、改善・充実する。

２ 地域医療・介護支援

(1) 医療・介護連携の充実

650件 879件 909件

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

79.3％ 76.7％ 72.3％
109.7％

 　ＰＥＴ－ＣＴ 19件 - -

鳴門臨床教育セミナー等の研修
会や意見交換会の定期的な開
催により、各職種毎に地域医療
機関等の職員との「顔の見える
関係」づくりに取り組む。

地域の医療機関との役割分担の
明確化に取り組むとともに、「病・
病連携」や「病・診連携」の強化
を促進し、「紹介率」及び「逆紹介
率」を向上させる。

地域医療支援病院としての機能
強化

-

 　ＣＴ 222件 383件 398件 335件

年度計画（令和２年度)
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地域のケアマネージャーに対し、患者の入院前の身体状況、生活状況等を
記載した「入院時情報シート」の提出を依頼し、事前に把握した情報を元に、
早期から退院に向けた患者支援に努めた。

「患者サポートセンター」により、退院後の療養に向けた支援を実施。

回復期を担う病院から再発事例
を受け入れるとともに、在宅療養
後方支援病院として、連携医療
機関の在宅療養患者について情
報共有を行い、緊急入院など症
状悪化に対応する。

194人

H29

17,990件
209人

H30

20,919件
226人

R1

20,887件
209人

脳卒中、大腿骨頸部骨折、脊椎疾患、心筋梗塞において、クリティカルパスに
準じて、術後早期（翌日）からリハビリテーションを実施し、早期の機能回復と
社会復帰に向けて取り組んだ。

早期の機能回復と社会復帰に向
け、クリティカルパスに則り、処
置・手術等の直後から行う早期
のリハビリテーションを充実強化
する。

医師・看護師・ＭＳＷ等が地域の
ケアマネージャーの参加の下、
退院前カンファレンスを行い、退
院後の療養に向けた緊密な連携
を行う。

在宅医療実施機関・訪問看護ス
テーション・介護施設等との連絡
会議の開催などにより連携を強
化する。

患者相談室　相談件数
在宅復帰支援人数

R2

22,794件

（４～６月） 新型コロナウイルス感染症の影響で集合式研修などが
開催できない中、個別ケースに応じた退院支援カンファレンス
（介護支援連携指導、退院時共同指導）などを、積極的に
展開した。

（８～３月） 鳴門市板野郡地区相談連携実務者会議を開催し、
連携医療機関の情報共有・連携推進を図った。

（９月） 薬剤師を対象とした在宅医療・在宅療養移行支援に関する
研修会にＭＳＷが研修講師として参加

　 （１１月） 徳島県鳴門病院連携医療機関登録制度の運用を開始した。

患者の状態に合わせて退院支援部門が中心となって療養相談を行った。
また、必要に応じて退院前カンファレンスを実施し、院内外の多職種と
協同して退院支援にあたった。

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

【目標】
令和２年度
退院支援実施率 ２７．０％

令和２年度
介護支援連携指導件数 ５５０件

地域包括ケアシステム
の構築に向けて、退院
後の療養支援や地域の
訪問看護・居宅介護の
質の向上に向けた支援
に努めること。

地域包括ケアシステムの構築に
向けた支援

在宅医療・訪問看護の後方支援
病院として、症状悪化時の入院
受入等に対応する。

地域の在宅医療や介護を担う従
事者に対し、退院時の連携や研
修会等を通じて、療養上のケア・
処置等に関する情報提供や啓発
を行う。

ケアマネージャーや訪問看護ス
テーションとの連携を強化し、医
師会とともに地域の在宅支援
ネットワークを構築し、退院後の
療養支援を行う。

早期の機能回復と社会復帰に向
け、入院・手術直後からのリハビ
リテーションを強化する。

地域包括ケアシステムの構築に
向けた支援

鳴門市板野郡地区相談連携実務者会を、年４回開催し、
在宅療養後方支援病院のネットワーク化を推進し、成果物として
 「在宅医療後方支援ネットワーク」を作成した。

また、３箇月に１度、訪問診療医と当院患者に関する情報共有を行い、
緊急時の入院受入を行っている。

【実績】
令和２年度
退院支援実施率 ３１．６％

令和２年度
介護支援連携指導件数 ３５７件
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・ 鳴門市と連携し、人間ドック、脳ドック、ＰＥＴ－ＣＴがん検診等について
広報するとともに、広報なると１月号に当院の特集記事が掲載されるなど、
積極的な情報発信を行った。

(2) 地域住民の健康維
持への貢献

　健康管理センターにおけ
る健診活動の推進を図る
とともに、地域住民の健康
に対する啓発を促進し、住
民の健康に有用な医療情
報の公開・提供に努めるこ
と。

　新たに創設したPET-CT検診の積
極的な周知に努めるとともに、鳴門
市と連携した情報発信、徳島県や県
スポーツ振興財団との共同事業など
を通じて、地域住民の健康増進に貢
献したため。

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

(2) 地域住民の健康維持への貢
献

健康管理センターにおいて各種
予防健診や人間ドック等を積極
的に受け入れる。

広報誌「鳴門病院だより」やＣＡＴ
Ｖ等の媒体を通じて、病院の取り
組みを積極的に情報発信する。

病院ホームページにより、治療法
や健康に関する情報について、
わかりやすく発信する。

健康管理センターにおいて各種
予防検診や人間ドックに加え、Ｐ
ＥＴ－ＣＴ検診を創設する。

(2) 地域住民の健康維持への貢
献

病院ホームページをリニューアル
し、治療法や健康に関する情報
について、わかりやすく発信す
る。

各職種の専門性を生かし、地域
住民を対象とした公開講座やセ
ミナー開催による啓発活動を行
う。

地域住民の健康増進に向け、各
職種が講座開催などを通じ地域
貢献に積極的に取り組む。

鳴門臨床教育セミナー（連携医
療機関及び院内対象）

スポーツを通じた健康づくりに取
り組む団体との連携

リニューアルしたホームページに病院だよりを掲載し、病院食の人気レシピや
肩甲骨の運動など、写真入りで紹介を行った。

ＰＥＴ－ＣＴ検診、いきいき人間ドックのパンフレットを市町の担当部署を中心に
配布し、周知を図った。

ＰＥＴ－ＣＴを活用した、新たな検診コースを創設
 「ＰＥＴ－ＣＴがん検診コース」（１１万円）

鳴門市の広報誌（R3.2広報なると）を活用し、ＰＥＴ－ＣＴ検診を周知した。

広報誌「鳴門病院だより」に、新世代ＰＥＴ－ＣＴの導入やお薬手帳の活用、
健診コース等の紹介を行うとともに、地域住民の健康に対する啓発記事を
掲載した。

（１２～１月） ｗｉｔｈコロナ時代のランニング講座
「スポーツと栄養」収録

栄養講座についてオンライン講座
 （１月） とくしまマラソン２０２１応援講座

 「マラソンランナーのための栄養学」について講義

鳴門臨床教育セミナー（連携医療機関及び院内対象　２回開催）

徳島県スポーツ振興財団との共同事業として、鳴門市在住の中高齢者を
対象とした「生活習慣病予防教室」は、新型コロナウイルス感染防止のため、
前期開催は中止。１０月から５０人の参加者で健康教室を再開した。

筑波大学附属病院と徳島県スポーツ振興財団との共同事業として、
鳴門市民を対象に 「転倒予防トレーニング教室」を開催。今後、鳴門版の
バランストレーニングを転倒防止の啓発運動として拡げる予定。

その他の地域貢献活動
（８月） 徳島県シルバー大学校ＷＥＢ講座
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＜自己評価設定理由＞
Ａ

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

（３月） 

期限直前の備蓄食（白米）を活用し、職員の食事訓練を実施

３ 災害時における医
療救護

　災害拠点病院として、災
害発生時の傷病者の受入
体制を構築するとともに、
地域の医療機関や他の災
害拠点病院との連携を強
化するなど、医療救護体制
の拡充に努めること。

(1) 医療救護活動の拠
点機能

地域医療機関をはじめ、災害拠
点病院である県立３病院や徳島
赤十字病院等との災害医療連携
を強化する。

３ 災害時における医療救護

(1) 医療救護活動の拠点機能
災害発生時の傷病者の受入体
制の強化に向けた訓練を実施す
るとともに、事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）を充実する。

　県北唯一の災害拠点病院として、
災害時においても、医療機能を十分
に発揮できるよう、改定後の事業継
続計画（ＢＣＰ）に基づく、災害発生
時の対応訓練を実施するとともに、
新型コロナウイルス感染症対応に積
極的に取り組んだため。

災害拠点病院として十分な機能
を発揮するため、総合的な対策
として、防潮堤やヘリポート設置
等について検討する。

新型インフルエンザ等の感染症
対策を強化する。

県立３病院との災害訓練の共同
実施等、連携の強化に向けた取
り組みを推進する。

事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく災
害発生時の対応訓練などを実施
する。

(1) 医療救護活動の拠点機能

３ 災害時における医療救護

災害備蓄品の共同購入を推進した。

防災管理委員会において、防潮堤やヘリポートの設置、現状に適した備蓄品
等の見直し、トイレの確保など、総合的な災害対策の見直しを行っている。

災害対策を具体的に検討するため、災害対策施設整備・施設リニューアル
プロジェクトチームを設置した。

新型コロナウイルス感染症対策のため、感染管理室を中心として、
院内感染対策に関する研修を随時実施するとともに、マニュアルの策定に
取り組んだ。

新型コロナウイルス感染症対策のため、面会制限等を徹底し、
院内感染防止に取り組んだ。

新型コロナウイルスワクチンの基本型接種施設の管理体制を確立した。

 （１１月）

１ 　津波を想定した災害時職員非常参集状況調査を実施

２　 夜間停電時の活動検証及び避難訓練を実施

３　 院内災害用物品倉庫の整理を行い、備蓄品に内容や配置を見直し

　災害派遣チーム（ＤＭＡＴ）等によ
り、積極的に医療救護等を行ったた
め。

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

(2) 他地域における医
療救護への協力

　災害派遣医療チーム（Ｄ
ＭＡＴ）の技能向上を図り、
他地域における医療救護
活動への協力体制の強化
に努めること。

国や自治体が実施する広域災害
医療訓練への参加を促進する。

大規模災害発生時にはＤＭＡＴ
が常時出動可能な体制を確保す
る。

災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)の
人員体制の充実に向け、養成研
修への参加を促進する。

(2) 他地域における医療救護へ
の協力

（参加機関） 徳島保健所、東徳島医療センター、鳴門市医師会、
板野郡医師会

ＤＭＡＴ養成研修は、新型コロナウイルス感染症のため、延期。

ＤＭＡＴ２チームを維持し、大規模災害発生時に常時出動可能な体制を
確保している。

（５月、８月） 県新型コロナウイルス感染症入院調整本部へＤＭＡＴ隊員を
派遣

 （７月） 熊本県人吉市へＤＭＡＴ隊員を派遣（Ｒ２．７豪雨災害）
（１２月） 大阪コロナ重症センターへ看護師を派遣

（偶数月）
徳島県東部Ⅱ圏域関係機関で行う通信訓練に参加

（毎月）
徳島県が行う衛星携帯電話定期通信訓練に参加

国や自治体が実施する広域災害
医療訓練への参加を促進する。

(2) 他地域における医療救護へ
の協力

新型インフルエンザ等の感染症
対策を強化する。

災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)の
技能向上のため各種研修等へ
の参加を促進するとともに、大規
模災害発生時には常時出動可
能な体制を確保する。
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医師の確保と教育・研修の充実

関係機関との連携を強化し、業
務に必要な医師数を確保する。

４ 人材の確保・養成

(1) 質の高い医師の確保・養成

新専門医制度の連携施設として
研修医を受け入れ、専門研修を
実施する。

研修指導医のレベル向上のため、引き続き、学会・研修会参加のための費用
や専門医等の資格取得のため費用の助成を行った。

耳鼻咽喉科及び救急科を除く１４の診療科に加え総合診療科の
専門研修プログラムにおいて、連携施設又は協力施設として体制を整備し、
内科に３名の医師を受け入れた。

  （８月） 初期臨床研修医採用試験実施（２名受験）
 （９月） レジナビ東京（中止）

初期臨床研修希望順位登録（中間発表）　⇒当院第１希望者は１名

  （１０月） レジナビ大阪２０２０（中止）
初期臨床研修マッチング結果発表、Ｒ３年度２名の研修医採用が
決定

新型コロナウイルス感染症の影響により機会は大幅に減少したが、引き続き
高度な医療を提供できる医師の養成のため、学会等への参加を推進した。

R1 H30

A

H31 H30

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

常勤

　医師 45人 7人 42人 7人 42人 11人

非常勤

13人

　救急専門医を確保し救急科を新設
するとともに、初期臨床研修医２名
のマッチングに成功したため。

＜自己評価設定理由＞

医療水準の向上を図る
ため、専門的な教育や
研修の充実を推進し、
質の高い医師の確保・
養成に努めること。

４ 人材の確保・養成

(1) 質の高い医師の確
保・養成

R2

高度医療の提供に向けて、先進
病院での研修実施や学会への
参加とともに、医師の専門医資
格の取得を促進する。

42人

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

H29
医師の医学会等参加件数 36件 126件 118件 139件

R2

医師は平成３１年４月と比較して、救急専門医を含む医師３名を増員した。

H29

 
 

4名 3名 7名 9名初期臨床研修医数（基幹型）

研修指導医の養成に取り組み、
研修体制を強化する。

R2 R1 H30 H29

臨床研修病院として、
他の臨床研修病院との
連携や特色のある臨床
研修プログラムの設定
等により臨床研修医の
確保に努めるとともに、
質の高い研修指導医の
養成に取り組むこと。

自院の特色や他の臨床研修病
院との連携により魅力ある研修
プログラムを設定するとともに、
マッチング強化を図ることにより、
初期臨床研修医を確保する。

臨床研修医の確保

地域枠医師の養成とともに、徳
島大学病院・県立中央病院の連
携施設として、専門研修の実施
に取り組む。

自院の特色や他の臨床研修病
院との連携により魅力ある研修
プログラムを設定し、初期臨床研
修医を確保する。

高度医療の提供に向けて、先進
病院での研修実施や学会への
参加とともに、医師の専門医資
格の取得を促進する。

４ 人材の確保・養成

(1) 質の高い医師の確保・養成

医師の確保と教育・研修の充実

関係機関との連携を強化し、優
秀な医師を確保する。

臨床研修医の確保

研修指導医の養成に取り組み、
研修体制を強化する。
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医学教育センターにおいて、病院
としての機能向上や専門性の強
化に資する計画的な研修を実施
するとともに、研修成果について
院内での共有を推進する。

(2) 医療従事者の確保・養成

四国ストーマリハビリテーション
講習会 基礎コース及びフォロー
アップコース

認知症対応力向上研修

各部署・各委員会において研修計画を立てて実施した。

＜看護局＞
認定看護管理者研修（中止）
集中ケア認定看護師教育課程（１名修了）
看護管理研修会（中止）
医療安全管理者研修（中止）
退院支援ナース養成研修（中止）
四国ストーマリハビリテーション講習会（中止）
認知症対応力向上研修（２名修了）
新人看護職員卒後臨床研修

教育担当者研修（中止）、実地指導者研修（２名修了）
重症度医療介護必要度評価者院内指導者研修（７名修了）

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

職員の専門性の向上のため、研
修要綱に基づいた計画的な研修
を実施するとともに、研修成果の
院内での共有を行う。

看護水準の向上のため、新人看
護師卒後臨床研修及び継続教
育体制を充実するとともに、急性
期機能の充実や地域支援等に
資する認定看護師等、高度・専
門的な資格取得を促進する。

各部門でのスタッフ教育の中心
となる中堅者リーダーの教育研
修受講を促進する。

新人看護師卒後臨床研修を充実
するなど、円滑に看護業務に慣
れるよう、職場全体で育成する。

看護水準の向上のため、認定看
護師等、高度・専門的な資格取
得を促進する。

【看護局 資格取得・参加予定研修】
認定看護管理者研修 ファースト
レベル、セカンドレベル及びサー
ドレベル

集中ケア認定看護師教育課程
看護管理研修会
医療安全管理者養成研修
院内感染対策講習会
退院支援ナース養成研修

重症度、医療・看護必要度評価
者院内指導者研修

新人看護職員卒後臨床研修（教
育担当者研修、実地指導者研
修）

臨地実習指導者研修
災害支援ナースフォローアップ研
修

ｅ-ラーニングを活用し、実技の時間を増やすことで、実践で活用できる内容と
している。

新人看護師の教育を担当するチームが、新人の配属されている病棟を
ラウンドし、病棟スタッフと共に新人を支援する体制を整えた。

中堅者に対して、研修会や学会等への参加を促すとともに旅費等の支援を
継続して実施。

医学教育センターで各職種の研修会参加状況や資格取得状況等を把握し、
研修会参加や有益な資格取得の促進を計画している。

修学資金貸与制度により、認定看護師等の資格取得を促進。

(2) 医療従事者の確保・
養成

　看護師やその他のコメ
ディカル等の専門性の向
上を図るため、研修制度の
整備や資格取得を促進す
ること。

　新型コロナウイルス感染症の影響
がある中、職員の専門性を向上させ
るため、院内研修の実施はもとより、
各職種ごとに資格取得等に積極的
に取り組むことができたため。

(2) 医療従事者の確保・養成
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・ 学術論文：　３本

・ ・ 学術発表：　４本

・

・

・

・

・ ・ がん病態栄養学専門管理栄養士（来年度受講予定）

糖尿病療養指導士、がん薬物療
法認定薬剤師などの資格維持の
ための研修 ＷＥＢでの医薬品に関する研修会の参加を推進

＜検査技術科＞

中国四国ＭＲ研究会

ＭＲ講座（日本磁気共鳴医学会）

＜放射線科＞
 ＰＥＴ研修セミナー（受講）

ＣＴ・ＭＲＩ等ＷＥＢカンファレンス／ライブセミナー参加（月１回）

マンモグラフフィー認定技師講習会（延期）

放射線治療認定技師講習会・セミナー（受講）

【薬剤部 資格取得・参加予定研修】

【放射線部 資格取得・参加予定研修】

マンモグラフィー認定技師講習会

放射線治療認定技師講習会・セ
ミナー

ＰＥＴ研修セミナー

ＣＴ・ＭＲＩ等ＷＥＢカンファレンス
ライブセミナー

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

＜栄養科＞

心臓リハビリテーション指導士の
取得

その他、専門性の高い研修会の
参加

＜リハビリテーション部＞

認定ハンドセラピスト、認定作業・理学療法士、
心臓リハビリテーション指導士、呼吸療法認定士などの資格取得を目指し、
活動支援及び院内教育を推進する。

【栄養科 資格取得】

がん病態栄養専門管理栄養士

【リハビリテーション部
　資格取得・参加予定研修等】

認定ハンドセラピストの資格につ
いて、将来の取得に向けて学会
発表、参加、論文作成

認定作業療法士の取得

【検査部 資格取得・参加予定研修】

日本臨床細胞学会、日本超音波
検査学会、日本超音波医学会

日本臨床衛生検査技師会中四
国支部医学検査学会

各部門において臨床検査技師会
主催の勉強会研修会に参加

四国四県合同研修会に参加

超音波検査士の取得に向け、大学病院の超音波センターへ研修派遣
 （Ｒ３．１～）

（４～６月）新型コロナウイルス感染症のため、研修会等は中止

薬剤師、放射線技師及び臨床検
査技師等のコメディカルについ
て、高度・専門的な資格取得を促
進する。

業務実績 自己評価

薬剤師、診療放射線技師及び臨
床検査技師等のコメディカルにつ
いて、専門性の向上に向け、研
修制度を充実強化する。

感染制御認定薬剤師、栄養サ
ポートチーム専門療法士などの
資格について、将来の取得に向
けた研修

＜薬剤科＞

（４～６月）新型コロナウイルス感染症のため、秋以降の参加を検討

（７～９月）研修会、学会等へのリモートでの参加を検討

業務拡大に伴う統一講習会
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各種研修等の受講を促進し、教育内容の充実強化を図った。

県立総合看護学校との間で、ＩＣＴを活用した講演・研修・情報交換会を
計画的に実施

県立総合看護学校と本校の学生の交流として、新たに看護研修発表会を
１２月に開催したことに加え、遠隔授業等を３月に実施した。

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

100％

　卒業生の県内就職率 80％ 90％ 80％ 89％

R2 R1 H30 H29

　看護師国家試験合格率 100％

R2 R1 H30 H29

　奨学金貸与者数 11人 5人 1人 0人

100％ 100％

教育内容の向上に取り組むとと
もに、鳴門病院をはじめ県内の
医療機関への就職を促進する。

高等学校との連携強化の積極的
な展開とともに、オープンキャン
パス・ホームページ等の充実を
図ることにより、優秀な看護学生
を確保する。

(3) 看護専門学校の充
実強化

質の高い教員の計画的
な養成に努めるととも
に、病院や県との連携
により教育内容の質の
向上を図ること。

県内の高等学校等との
連携強化を図り、優秀
な看護学生の確保に努
めるとともに、県内の医
療機関への就職を促進
すること。

　９年連続で看護師国家試験合格率
１００％を達成するとともに、卒業生
の県内就職率は８割を超えるなど、
質の高い看護師の養成・確保に優
れた成果があったため。

業務実績 自己評価

＜自己評価設定理由＞
Ｓ

教育内容の向上に取り組むとと
もに、鳴門病院をはじめ県内の
医療機関への就職を促進する。

高等学校等との連携を強化し、
優秀な看護学生を確保する。

ＩＣＴを活用した遠隔授業など、県
立総合看護学校との連携を強化
する。

(3) 看護専門学校の充実強化

臨床経験豊富な看護教員の養
成のため、研修等への受講を促
進する。

看護教員によるカリキュラム改正連絡会議を２回実施するとともに、随時、
カリキュラム改正実務会議を開催し、連携強化を図っている。

母体病院の充実した実習体制、国家試験合格率１００％の継続、唯一の
学生寮（男女）設備を有している等をアピールした。

県内高等学校の高校生と保護者に対して進学説明会を行い、さらに
高校訪問・オープンキャンパス・ホームページ等の充実を図り、優秀な
看護学生の確保に努めた。

優秀な看護学生の確保

ＩＣＴを活用した遠隔授業や学生
交流会、看護師教育課程カリ
キュラム改正にかかる連絡会
議、実践力強化のための研修会
の開催など、県立総合看護学校
との連携を強化する。

(3) 看護専門学校の充実強化

教員の計画的な養成

臨床経験豊富な看護教員の養
成のため、研修等への受講を促
進する。

教員の計画的な養成

優秀な看護学生の確保
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中期目標 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項 　

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき事項

(1) 効果的な業務運営の推進 (1) 効果的な業務運営の推進

・ ◯ ・

・ ◯ ・

・

・ ◯ ・

・

◯ ・

◯ ・

◯ ・

・

年度計画の進捗について、四半期ごと、担当部局・委員会から報告を受けて
把握し、理事会、管理者会議、運営会議に報告することにより、次期の運営に
反映させている。

グループ表彰については、管理者会議において５グループを選定し、年末の
仕事納め式において表彰した。

職員提案については、１０月に全職員を対象としたアンケート調査を
実施するとともに、１月から２月の各診療科・部門ヒアリングにおける聞き取り
を行った。

新たなシステムの導入に向け、システムのデモンストレーションを実施した。

（１２月）

滅菌業務委託業者との意見交換会を実施（毎月）

医事業務委託業者との意見交換会を実施

第３期中期計画の実現に向け、救急医療や災害医療対策などについて
検討を行う各種プロジェクトチームを創設するとともに、既存の委員会に
ついて見直しを検討している。

各診療科・部門を対象とし、課題の取組状況、令和３年度に
向けた目標・取組、予算策定に向けた器械・備品等の
購入要望などについてのヒアリングを実施

（１月～２月）

（７～８月） 各診療科・各部門における「令和２年度の課題と取組状況」を
共有するためのヒアリングを実施

中期計画・年度計画

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

　理事長及び院長と各部門長がヒア
リングを通じて、業務運営の改善に
取り組んだ。
　また、顕著な実績をあげた所属に
対して、グループ表彰を実施し、職
員のモチベーションの向上を図るな
ど、概ね年度計画を達成できたた
め。

新たな電子カルテシステムとの連携を図るため、令和３年度中の導入に
向け、システムの選定を開始。

職員の出退勤管理の効率化を図
るため、勤怠管理システム導入
について検討する。

１ 業務運営体制

(1) 効果的な業務運営
の推進

　理事長及び院長のリー
ダーシップにより経営効率
の高い業務執行体制を確
立すること。

組織の目標達成や課題解決に
向けて、部門毎の目標管理制度
の運用などにより、職員の経営
参画意識を高める。

１ 業務運営体制

中期計画及び年度計画を達成す
るため、理事長及び院長のリー
ダーシップによる効率的で効果
的な業務執行体制を構築する。

委託部門との連絡会議等を開催
し、コミュニケーションと意識の共
有を図る。

院内の会議・委員会のあり方や
数を見直し、効率的でかつ活発
な意見交換ができる会議運営を
行う。

職員提案制度やグループ表彰制
度を効果的に活用し、職員の業
務改善意識の向上に取り組む。

理事長及び院長と各部門長が、
ヒアリングを通じて年度目標の達
成状況や課題認識を共有し、組
織としての業務運営の改善を推
進する。

１ 業務運営体制

年度計画を達成するため、効率
的で効果的な業務執行体制を構
築する。

職員提案制度や表彰制度を設
け、業務改善に向けた職員のモ
チベーションを高める。
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＜自己評価設定理由＞
Ｂ

引き続き、新たな有資格者の育成及び採用に向け、検討を行った。診療情報管理士の育成について
計画的に取り組む。

診療情報管理士等の専門資格
の取得等を促進する。

ＤＰＣデータを分析する情報企画
室において、業務運営の改善案
等を迅速かつ的確に管理者会議
や医局会等に提供する。

医局会において、ＤＰＣ制度の注意点や診療報酬改定による変更点などの
情報を提供

新型コロナウイルス感染拡大による影響評価を収益、患者数、紹介などの
視点からデータを集計し、経営戦略会議・運営会議の合同会議で情報を提供

ベッドコントロールセンターの始動に向け、ＤＰＣ制度に沿った標準的な退院時
期把握可能となる確認ツールの有効活用に関し、説明会を開催

病院事務に精通し、専門性の高い事務職員を育成するため、各部署において
専門研修等への参加を促進した。

(2) 事務職員の専門性の向上

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

事務職員の病院経営や診療報
酬業務等の専門研修への参加を
促進する。

(2) 事務職員の専門性の向上

病院経営や診療報酬業務等の
専門研修への参加により事務職
員の専門性の向上に取り組み、
医療職への積極的な提案を促進
する。

　事務職員の専門研修等への参加
を促進し、専門性を高めることができ
た。
　また、ＤＰＣデータの分析結果等を
管理者会議や医局会等で共有し、収
益向上に活用することができたた
め。

　医療クラーク・看護助手の確保、医
療クラークの知識・技能向上のため
の定例会開催、看護助手に対する
研修の充実等の取組により、医師・
看護師等の業務負担の軽減が図ら
れたため。

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

＜自己評価設定理由＞
A

　県に準じた人事評価の実施と自己
申告書によるヒアリングを実施するこ
とができたため。

(3) 人事評価システムの構築

職員の能力の適正な評価とモチ
ベーションの向上や人材育成に
資する新たな人事評価制度を、
県立病院など他病院の評価制度
等を参考に構築する。

(3) 人事評価システム
の構築

　職員がその職務を遂行
するに当たり発揮した能力
及び挙げた業績を適正に
評価することにより、努力
した職員が相応な処遇を
受け、もって優れた人材の
育成及び活用が図られる
新たな人事評価制度を構
築すること。

(2) 事務職員の専門性
の向上

　病院事務に精通した事務
職員の育成に努め、専門
性の向上に努めること。

(4) 資格職を支援する職員の充
実

医療クラーク・看護助手等職員の
確保に努めるとともに、研修体制
を充実することにより医師・看護
師等のタスクシフティングを推進
する。

(3) 人事評価システムの構築

職員の能力の適正な評価とモチ
ベーションの向上や人材育成に
資する新たな人事評価制度につ
いて、制度構築に取り組む。

徳島県の人事評価制度をモデルとした新たな人事評価実務要領を作成した。
また、他の職種に先駆け、医師職の評価結果を給与に反映した。

各部署において、自己申告書によるヒアリングを実施した。

医療クラークの知識の向上、レベルアップを目指し、医療クラークの勉強会を
定期的に開催している。

医療クラークの配属診療科の異動により、幅広い知識を身につけるための
体制づくりを行っている。

看護助手については、定期的に助手会を開催し、業務改善や知識向上の
ための勉強会を実施している。

（医療クラークの確保状況）
　 　R2.3.1時点　１６名　→　R3.3.1時点　１８名

（病棟看護助手の確保状況）
　 　R2.3.1時点　１５名　→　R3.3.1時点　１３名
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・ ◯ ・

・

・
・

・

・

・ ・ ・

ア ア ア 収益力の強化 ・

・ ◯ ・

・

・

・

・

◯

・

・

 外来患者延数
 外来診療単価

・ ◯ ・

中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

　従来から県立病院と共同交渉を
行っている医薬品、診療材料、災害
備蓄品に加え、委託業務等を対象と
することについて協議・検討を行っ
た。
　また、総合医療情報システムの具
体的な整備内容の検討を行うなど、
様々な場面で連携強化が図られた
ため。

＜自己評価設定理由＞
Ａ

R2 R1

A

H30

 入院収益

 平均在院日数
74.4％ 75.4％

4,369,552 4,544,849 4,442,331
千円 千円 千円

医薬品と診療材料（一部）については、県立３病院との共同交渉を
継続実施した。

医薬品については、県立３病院とともに、全国的な医薬品価格情報を有する
コンサルタントに卸売業者との価格交渉を委託した。

＜自己評価設定理由＞

２ 業務運営方法

(1) 県立病院との連携

79,527人
5,968人
13.3日

入院収益は３．９％減少したが、外来収益は前年度と同程度を確保した。

前年度に比べ、病床利用率は１ポイント増加した。

平均在院日数は１３．３日となり、０．３日増加した。

 病床利用率 75.4％

 入院患者延数 68,502人 75,995人 76,784人
 新規患者数 5,145人 5,876人 5,902人

 外来収益 1,534,471 1,529,926 1,511,819

63,787円 59,805円

13.3日 13.0日 13.0日

R2 R1 H30

H29

4,448,021
千円

 入院診療単価

千円 千円 千円
99,998人 104,009人 106,494人
15,345円 14,710円 14,188円

57,855円

リハビリテーション部門では、リハビリ職員１日当たり平均実施単位数の
向上に取り組んだ。

　リハビリ職員１日平均実施単位数 18.1単位 18.2単位 18.0単位

R2 R1 H30
17.6単位

H29

1,505,224
千円

109,681人
13,717円

　医薬品等の共同交渉や
人事交流、災害時の協力
等を推進し、県立病院との
連携によるより効果的な医
療提供体制を構築するこ
と。

(2) 収入の確保

入院・外来患者数の増
加や病床利用率の向
上、特徴を発揮した医
療の推進などにより、収
益力の強化を図ること。

中期目標

78.1％
55,931円

　新型コロナウイルス感染症の影響
により、入院収益は約１．８億円減少
したが、病床利用率や診療単価の向
上により、その影響を最小限に押さ
え込むとともに、外来収益について
は、前年度を上回る実績をあげたた
め。

(2) 収入の確保

新規入院・外来患者数の増加に
取り組む。

地域医療機関との連携強化によ
る新規入院・外来患者数の増加

検診・外来での診察を経た新規
入院患者数の増加

救急患者受入の促進による新規
入院患者数の増加

病院全体での病床の弾力的運
用

重症度、医療・看護必要度とＤＰ
Ｃ入院期間設定を勘案した適切
な在院日数管理

県立病院との間でＩＣＴを活用した
効果的な医療情報連携に取り組
む。

令和３年度の医療総合情報シス
テム更新に向けた県立病院との
医療情報連携の検討

２ 業務運営方法

(1) 県立病院との連携
医薬品・診療材料等物品購入に
係る共同交渉や災害医療連携の
充実・強化、職員の相互派遣の
拡大等に取り組む。

(1) 県立病院との連携

２ 業務運営方法

県立病院との連携により、効率
的かつ効果的な業務運営を行
う。

災害医療における備蓄品購入に
係る共同交渉の充実、災害医療
訓練共同実施に向けた検討

委託業務等に係る共同交渉等の
検討

令和３年度の導入に向けた総合医療情報システムの具体的な整備内容に
ついて検討を行った。

手術・リハビリテーション収益の
増加などにより、医業収益を向上
させる。

手術・リハビリテーション収益の
増加による入院診療単価の向上

適切なベッドコントロールによる
病床利用率の向上に取り組む。

(2) 収入の確保

収益力の強化

急性期機能の発揮と特徴ある医
療の推進により、新規入院・新規
外来患者数の増加や病床利用
率の向上に取り組む。

H29

（４月～）

（８月）

（１２～２月）

県立病院が運用している電子カルテシステムの導入検討

総合医療情報システム導入検討委員会開催（２回）

電子カルテシステム説明会実施（７回）

医薬品・診療材料等物品購入に
係る共同交渉 県立病院が実施している未収金回収業務や院内物流管理業務の

外部委託について、契約条件を調査し、当院での導入検討を開始した

業務実績 自己評価
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イ イ イ ・

・ ◯

・

自己評価

【１日平均新規入院患者数】
平成２７年度実績値 １６．１人
　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 １７．４人

１日平均新規入院患者数
１７．４人

１日平均新規入院患者数
１４．１人

【稼働病床利用率】
平成２７年度実績値 ７６．９％
　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 ８０．０％

稼働病床利用率 ８０．０％ 稼働病床利用率 ７５．４％

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

【令和２年度目標】
救急搬送患者の入院率
６３．０％

【令和２年度実績】
救急搬送患者の入院率
５８．８％

リハビリ職員１日平均実施単位数
１７．５単位

リハビリ職員１日平均実施単位数 １８．１単位

手術件数 ２，３５０件 手術件数 ２，２４８件

ＤＰＣ適用患者のうち入院期間
Ⅰ＋Ⅱの患者数割合
６４．０％

ＤＰＣ適用患者のうち入院期間
Ⅰ＋Ⅱの患者数割合 ５６．２％

請求漏れ対策として、医事委託業者の担当者が病棟毎に毎週１回の
ラウンドを実施。

指導料等の算定実績の提供と、算定漏れの可能性等を医師・看護師等に
伝達。

管理者会議メンバーと４部門長による「朝ミーティング」時、看護局から
「重症度、医療・看護必要度」の報告を受け、新基準堅持のための
対応策等を協議・決定している。

経営改善チームにおいて、令和元年度決算資料を用いた現状把握と課題の
抽出を行ったほか、引き続き、新たな施設基準の取得や収益確保策を
検討することとした。
　

「院内トリアージ加算」施設基準を取得（R2.7.1）

診療報酬の請求漏れや減点の
防止、未収金の未然防止及び早
期回収に取り組む。

各職種が診療報酬改定の動向
に機敏に対応し、迅速な施設基
準の取得に取り組む。

 診療報酬の請求漏れ
や未収金の未然防止等
に努めること。

「経営改善チーム」により、新たな
施設基準の取得や様々な収益
確保策を検討する。

令和２年度診療報酬改定に伴う
７：１入院基本料新基準「重症
度、医療・介護必要度」につい
て、病院を挙げて達成を目指す。

医事委託業者との連携を強化
し、診療報酬の請求漏れや減点
の防止、未収金の未然防止及び
早期回収に取り組む。

業務実績

未収金の発生防止等 未収金の発生防止等
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◯ ・

イ ウ ウ ・
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自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

　整形外科の入院患者数の増に伴
い、診療材料費は増加したが、委託
料の低減が図られたため。

＜自己評価設定理由＞
B

新たな院内物流システムの導入に向け、令和２年４月に開催した
経営戦略会議・運営会議の合同会議において、方向性を提示し検討を
開始した。

物品等の購入契約や施設等の施設改修を行う管財課、業務委託の契約を
行う総務人事課等の各部署と協議し、調達・契約方法の見直しを行うなど、
経費削減に取り組んだ。

（１～２月）

競争入札により透明性や公平性
を確保するとともに、複数年契約
等の多様な契約方法を導入する
など、費用の節減や事務の簡素
化に取り組む。

県立病院との共同交渉を充実す
るとともに、在庫管理の精度を向
上し費用を抑制する。

(3) 費用の抑制

支出削減推進チームを充実し、
各職種の横断的チームにより、
具体的な費用削減策を検討す
る。

物品購入等において競争入札の実施を基本とし、建物・設備関係等で
随意契約となる場合についても、可能なものは業者と交渉し複数年契約を
行い、コスト低減に努めている。

カテーテル手術用材料等を安価なもので調達した。

医薬品と診療材料（一部）については、県立３病院との共同交渉を
継続実施した。

医薬品については、県立３病院とともに、全国的な医薬品価格情報を有する
コンサルタントに卸売業者との価格交渉を委託した。

各診療科・各部門ヒアリング時に、各部署におけるコスト削減の
取組実績や提案についても聴取した。

(3) 費用の抑制

医薬品や診療材料等の
購入について、県立病
院との共同交渉の促進
や在庫管理の適正化等
により、費用の抑制に
努めること。

契約方法について、透
明性や公平性の確保に
努めるとともに、定期的
な見直しを行い、費用
の節減や事務の簡素化
を図ること。

競争入札により透明性や公平性
を確保するとともに、複数年契約
等の多様な契約方法を導入する
など、費用の節減や事務の簡素
化に取り組む。

医薬品・診療材料等の効率的な
管理を行うため、院内物流システ
ム導入について検討する。

診療材料について、より安価な
同種同効品の切り替えなどによ
る費用削減に取り組む。

「経営改善チーム」において委託
費の削減・抑制策を検討・実施す
る。

県立病院と連携して医薬品・診
療材料購入に係る共同交渉を充
実するとともに、在庫管理の精度
を向上し、費用を抑制する。

(3) 費用の抑制

院内全体でコスト意識の向上を
図るため、各所属においてコスト
削減に向けた改善に取組み、優
良事例については院内で共有す
る。

業務実績

新たな費用削減策の企画・立案 新たな費用削減策の企画・立案

医薬品や診療材料等の購入 医薬品や診療材料等の購入

多様な契約方法の導入 多様な契約方法の導入
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中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項 　

第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

・

・

　経常収支比率及び医業収支比率
が１００％以上となったため。

【目標】
令和２年度
経常収支比率 １００．０％以上

【実績】
令和２年度
経常収支比率 １０８．５％

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

業務実績 自己評価

中期計画・年度計画

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

令和２年度
医業収支比率 ９８．０％以上

令和２年度
医業収支比率 １０６．６％

医業収支比率の目標（最終年度
までに９８．０％以上を達成）

１　経常収支比率 

平成２７年度実績値 ９７．０％
　　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 ９８．０％以上

平成２７年度実績値 ９９．２％
　　　　　　　↓
平成３２年度目標値 １００．０％以上

　収益力の強化や業務運
営の効率化を図ることによ
り、中期目標期間の最終
年度までに経常収支比率
１００％以上を達成するこ
と。

　医業収支比率について、
同規模の公立病院と比較
する等により適切な数値目
標を定め、達成すること。

２　医業収支比率

＜目標＞

経常収支比率の目標（最終年度
までに１００．０％以上を達成）
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１　予算（平成29年度～令和２年度） １　予算（令和２年度) １　決算（令和２年度)

収入 収入 収入
営業収益 営業収益 営業収益

医業収益 医業収益 医業収益
その他医業収益 その他医業収益 その他医業収益

営業外収益 営業外収益 営業外収益
運営費負担金収益 運営費負担金収益 運営費負担金収益
その他営業外収益 その他営業外収益 その他営業外収益

資本収入 資本収入 資本収入
短期借入金 短期借入金 短期借入金
長期借入金 長期借入金 長期借入金
その他資本収入 その他資本収入 その他資本収入

その他の収入 その他の収入 その他の収入
計 計 計

支出 支出 支出
営業費用 営業費用 営業費用

医業費用 医業費用 医業費用
給与費 給与費 給与費
材料費 材料費 材料費
経費 経費 経費
研究研修費 研究研修費 研究研修費

一般管理費 一般管理費 一般管理費
営業外費用 営業外費用 営業外費用
資本支出 資本支出 資本支出

建設改良費 建設改良費 建設改良費
長期借入金償還金 長期借入金償還金 長期借入金償還金
その他資本支出 その他資本支出 その他資本支出

その他の支出 その他の支出 その他の支出
計 計 計

　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。 　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。

地方独立行政法人の業務運営上の予算を、現金主義に 地方独立行政法人の業務運営上の予算を、

　　　　 基づき作成するもので、県の予算会計に該当するもの 　　　　 現金主義に基づき作成するもので、県の予算会計

＜人件費の見積り＞ に該当するもの

第２期中期目標期間中の総額を『17,138百万円』とする。

なお、当該金額は、法人の役職員に係る報酬、基本給,

諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。

＜運営費負担金のルール＞

長期借入金元利償還金に充当される運営費負担金は、

経常費助成のための運営費負担金とする。

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

区　　分 金　額 区　　分 金　額

1,797
1,448

4,235 1,004 951

588 107 109
860 211 211

7,143 7,701

24,353 6,437 5,904
2,708 706

318 320

27,061

26,398

0 0 0
32,744 8,465 8,972

3,200 800 800
1,035 155 151

0

56 6 7

49 0

22 4 5

4,041 1,084 1,139
212 48 23

16,332 4,346 4,373
5,813 1,684 1,557

26,454 7,168 7,099
7,162 7,092

0 0 0
31,627 8,334 8,640

320 99 99
3,200 800 809

5,151 1,162 1,536
1,631 263 628

　収入の確保や経費削減
に係るその他の経営指標
について、同規模の公立
病院と比較する等により適
切な数値目標を定め、達
成すること。

３ その他の経営指標

（単位：百万円）

区　　分 金　額

（単位：百万円） （単位：百万円）

予算：予算：
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２　収支計画（令和２年度) ２　収支実績（令和２年度)

収益の部 収益の部 収益の部
営業収益 営業収益 営業収益

医業収益 医業収益 医業収益
その他医業収益 その他医業収益 その他医業収益
資産見返負債戻入 資産見返負債戻入 資産見返負債戻入
補助金収益 補助金収益 補助金収益

営業外収益 営業外収益 営業外収益
運営費負担金収益 運営費負担金収益 運営費負担金収益
その他営業外収益 その他営業外収益 その他営業外収益

臨時利益 臨時利益 臨時利益
計 計 計

費用の部 費用の部 費用の部
営業費用 営業費用 営業費用

医業費用 医業費用 医業費用
給与費 給与費 給与費
材料費 材料費 材料費
経費 経費 経費
減価償却費 減価償却費 減価償却費
研究研修費 研究研修費 研究研修費

一般管理費 一般管理費 一般管理費
営業外費用 営業外費用 営業外費用
臨時損失 臨時損失 臨時損失

計 計 計
純利益 純利益 純利益
目的積立金取崩額 目的積立金取崩額 目的積立金取崩額
総利益 総利益 総利益
　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。 　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。

地方独立行政法人の業務の収支計画を、発生 地方独立行政法人の業務の収支計画を、発生

　　　　　　　 主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失と 　　　　　　　 主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失と

　　　　　　　 いう形で表すもの 　　　　　　　 いう形で表すもの

業務実績 自己評価

２　収支計画（平成29年度～令和２年度）

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

5,904
2,592 631 604

155 42 48

320

区　　分 金　額

27,216 7,185 7,701

24,353 6,437

（単位：百万円）

区　　分 金　額 区　　分 金　額

860 211 211
4 1 4

7

588 107 109

116 75 1,145
1,448 318

4,041 1,084 1,139
1,205 311 304

17,087 4,346 4,373
5,813 1,684 1,557

28,358 7,473 7,396

28,668 7,504 8,025

0 0 0
228 19 324

28,414 7,479 7,403

28,440 7,485 7,701
228 19 324

22 4 1
4 2 297

212 48 23
56 6

（単位：百万円） （単位：百万円）

収支計画： 収支計画：
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３　資金計画（令和２年度) ３　資金実績（令和２年度)

資金収入 資金収入 資金収入
業務活動による収入 業務活動による収入 業務活動による収入

投資活動による収入 投資活動による収入 投資活動による収入

財務活動による収入 財務活動による収入 財務活動による収入

前事業年度からの繰越金 前事業年度からの繰越金 前事業年度からの繰越金
計 計 計

資金支出 資金支出 資金支出
業務活動による支出 業務活動による支出 業務活動による支出

投資活動による支出 投資活動による支出 投資活動による支出

財務活動による支出 財務活動による支出 財務活動による支出

翌事業年度への繰越金 翌事業年度への繰越金 翌事業年度への繰越金
計 計 計

　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。 　(注) 給与改定及び物価の変動は考慮していない。

地方独立行政法人の業務運営上の資金収入・ 地方独立行政法人の業務運営上の資金収入・

　　　　　　　 資金支出を、活動区分別(業務・投資・財務)に 　　　　　　　 資金支出を、活動区分別(業務・投資・財務)に

　　　　　　 表すもの 　　　　　　　 表すもの

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和元年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

（単位：百万円）

区　　分 金　額 区　　分 金　額 区　　分

３　資金計画（平成29年度～令和２年度）

金　額

6,404
運営費負担金による収入

その他の業務活動による収入 92

4,235 955 951

704 運営費負担金による収入 182 運営費負担金による収入 734

132

7,230

2,456
34,366 10,899 10,769

その他の投資活動による収入 0 その他の投資活動による収入 0 その他の投資活動による収入

短期借入による収入 短期借入による収入 800 短期借入による収入

0 49

27,758 7,274

診療業務による収入 24,353 診療業務による収入 6,437 診療業務による収入

（単位：百万円） （単位：百万円）

0 その他の財務活動による収入 0

49 運営費負担金による収入 132

800
1,035 長期借入による収入 155 長期借入による収入 151

0
0 運営費負担金による収入

3,200

2,701 その他の業務活動による収入 655

その他の業務活動による支出 1,142 その他の業務活動による支出 1,197

2,373 2,621

材料費支出 5,813 材料費支出 1,684 材料費支出 1,539
給与費支出 16,332 給与費支出 4,159 給与費支出 4,036

26,476 6,985 6,772

2,738 2,752 2,292
34,366 10,899 10,769

その他の財務活動による支出 323 その他の財務活動による支出 50 その他の財務活動による支出 46
320 長期借入金の返済による支出 99 長期借入金の返済による支出 99

資金計画：資金計画：

長期借入金の返済による支出

その他の業務活動による収入

3,843 949 945
短期借入金の返済による支出 3,200 短期借入金の返済による支出 800 短期借入金の返済による支出 800

その他の投資活動による支出 0 その他の投資活動による支出

無形固定資産の取得による支出 0 無形固定資産の取得による支出 1

4,331

0 その他の投資活動による支出 9

1,309 213 760
1,309 有形固定資産の取得による支出 213 有形固定資産の取得による支出 750

0

0 その他の財務活動による収入

無形固定資産の取得による支出
有形固定資産の取得による支出

その他の業務活動による支出

その他の財務活動による収入
長期借入による収入

運営費負担金による収入
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中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項 　

第４ 短期借入金の限度額

・

・ ・

・ ・

中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項 　

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときの計画

中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項 　

第６ 剰余金の使途

・ ・

・ ・

業務実績 自己評価

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

業務実績 自己評価

中期計画・年度計画

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

予定なし
（７千万円以上の不動産
（土地２万㎡以上）等）

１ 限度額
８００百万円

２ 想定される事由

偶発的な出費増への対応

賞与の支給等、資金不足が生じ
た場合の対応

偶発的な出資増への対応

業務実績 自己評価

中期計画・年度計画

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

人材育成及び能力開発の充実
等

病院建物の整備・修繕、医療機
器等の購入

病院建物の整備・修繕、医療機
器等の購入

人材育成及び能力開発の充実
等

　前年度に引き続き、短期借入金の
調達額を８００百万円に抑えることが
できたため。

前年度に引き続き、計画的な資金管理により、短期借入金の調達金額を
８００百万円に抑えることができた。

１ 限度額
　

予定なし
（７千万円以上の不動産
（土地２万㎡以上）等）

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

中期計画・年度計画

賞与の支給等、資金不足が生じ
た場合の対応

２ 想定される事由

８００百万円
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中期目標 第４　財務内容の改善に関する事項 　

中期計画 第７ 料金に関する事項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

業務実績 自己評価
中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

１ 使用料及び手数料
　理事長は、使用料及び手数料とし
て、次に掲げる額を徴収する。

使用料の額は、健康保険法(大
正１１年法律第７０号)第７６条第
２項及び第８５条第２項（これらの
規定を同法第１４９条において準
用する場合を含む。）の規定に基
づき厚生労働大臣が定める算定
方法により算定した額（以下「算
定額」という。）とする。

労働災害補償保険法（昭和２２年
法律第５０号）の規定による保険
給付の対象となる医療の提供に
係る使用料の額は、地方独立行
政法人徳島県鳴門病院理事長
（以下「理事長」という。）が徳島
労働局長と協議して定めた額と
する。

医療の提供が消費税及び地方
消費税の課税の対象となる場合
の使用料の額は、(1)及び(2)の規
定にかかわらず、算定額に消費
税及び地方消費税の税率を乗じ
て得た額とする。

使用料の額の算定が(1)から(3)
の規定により難い場合の使用料
の額は、(1)から(3)の規定にかか
わらず、理事長が定める額とす
る。

(1)から(4)以外のものについて
は、別に理事長が定める額とす
る。

　理事長は、特別の理由があると認
めるときは、使用料及び手数料の全
部又は一部を減免することができ
る。

２ 減免
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中期目標 第５　その他業務運営に関する重要事項 　

中期計画 第８ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

年度計画 第７ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

・ ・
  

・

・ ◯

1 1

2 2

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

自己評価

【令和２年度の施設及び設備等整備
に関する計画】

１ 施設及び設備に関する事
項

施設及び設備の適切な維持補修を
行うとともに、医療機器においては、
医療技術の進展や医療需要、費用
対効果等を総合的に勘案し計画的
に整備する。

施設及び設備の適切な維持管理及び計画的な整備を行った。

年度計画に基づき、術中３Dナビゲーション装置や自動火災報知器設備等を
整備した。

業務実績

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

　施設及び設備の適切な維持管理及
び計画的整備を行い、概ね年度計画
に基づき整備が行えたため。

１ 施設及び設備に関する事
項

施設及び設備の適切な維持補修
を行うとともに、医療機器におい
ては、医療技術の進展や医療需
要、費用対効果等を総合的に勘
案し計画的に整備する。

高額の施設、設備及び医療機器
等については、長期借入金の償
還等の負担も十分に考慮し、整
備する。

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

（注）
金額については､見込みである。

各事業年度の長期借入金等の
具体的な額については､各事業
年度の予算編成過程において決
定される。

設立団体
からの長期
借入金等

 財 源予定額区 分
1,449

（単位：百万円）

１ 施設及び設備の整
備

　施設及び設備について、
医療技術の進展や地域の
医療需要、費用対効果等
を総合的に勘案し計画的
に整備すること。

 財 源
設立団体
からの長期
借入金等

予定額区 分
施設、設備
及び医療
機器等の
整備

263

各事業年度の長期借入金等の
具体的な額については､各事業
年度の予算編成過程において決
定される。

金額については､見込みである。
（注）

（単位：百万円）

高額の施設、設備及び医療機器
等については、長期借入金の償
還等の負担も十分に考慮し、整
備する。

【中期計画期間の施設及び設備整
備に関する計画】

施設、設備
及び医療
機器等の
整備
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・

・ ◯

◯  ・

・

◯ ・

・ ◯ ・

・ ◯ ・

・ ◯ ・
・
・

予定なし 予定なし

３ 積立金の処分に関する計
画

３ 積立金の処分に関する計
画

定期健康診断の受診を促進する
など、職員の健康管理対策を充
実する。

　院内だよりによる職員紹介やストレス
チェックの実施等により、良好な職場
環境づくりを推進することができたた
め。

　院内保育所の運営充実、業務運営
の改善及び効率化、職員健康診断の
充実等により、就労環境の整備を図る
ことができたため。

＜自己評価設定理由＞
Ｂ

全職員を対象にインフルエンザの予防接種を行った。
職員健康診断のオプションとして、４５歳以上の職員を対象に
頭部MRI・ＭＲＡ検査を行った。

Ｂ

中期目標 中期計画 年度計画（令和２年度)

年度計画に係る業務実績・法人の自己評価

業務実績 自己評価

２ 職員の就労環境の
向上

２ 職員の就労環境の向上 ２ 職員の就労環境の向上 ＜自己評価設定理由＞

(1) 良好な職場環境づく
り

　職員間のコミュニケーショ
ンを図り、良好な職場環境
づくりに努めること。

　育児支援体制の充実を
図るなど、職員が安心して
働くことのできる就労環境
を整備すること。

(2) 就労環境の整備

定期健康診断を６月と１２月の２回行い、職員の受診を促進した。

業務運営の改善及び効率化に取り組むとともに時間外勤務時間など、
労働時間の適正な管理に努めた。

院内保育所利用者の利便性を高めるため、早朝保育の実施及び
基本保育時間の延長（Ｈ２８～）を継続するなど、看護職員の
育児支援体制の充実を図った。

臨床倫理委員会と合同で外部有識者を含めたハラスメント相談対応チームに
おいて、ポスター掲示等の啓蒙活動等を行った。

毎月発行する「院内だより」において、新入職員を紹介するなど、職員間の
コミュニケーションを図るべく情報発信に努めた。

メンタルヘルス対策として、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを
実施した。

専門機関に委託し、
　①毎月１回の院内でのカウンセリング
　②専門機関事務所でのカウンセリング
　③職場復帰時の相談支援　等を実施した。

ストレスチェック制度の円滑な運
用などにより、メンタルヘルス対
策を充実するとともに、休業した
職員の職場復帰を支援する。

職員間のコミュニケーションを積
極的に図るとともに、ストレス
チェック制度の円滑な運用などに
より、メンタルヘルス対策を充実
する。

(1) 良好な職場環境づくり (1) 良好な職場環境づくり

職員間のコミュニケーションを積
極的に図るため、職員交流行事
を充実する。

定期健康診断の受診を促進する
など、職員の健康管理対策を充
実する。

勤務時間の設定や時間外勤務
時間の縮減など、適切な労働時
間の管理に取り組む。

業務改善による時間外勤務時間
の縮減など、適切な労働時間の
管理に取り組む。

(2) 就労環境の整備

院内保育所の運営など、育児支
援制度の充実に取り組み、ワー
クライフバランスに配慮した就労
環境を整備する。

院内保育所の運営を充実し、育
児を行う職員の就労環境を整備
する。

(2) 就労環境の整備 

ハラスメントのない良好な職場環
境づくりを目指し、相談及び苦情
等に対応する。
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